
「首都機能移転」とは

国会と国会活動に関連する国の省庁、最高裁判所を東京圏から別の場所に移すことです。

経済、文化など、東京が有するすべての機能を移そうというものではありません。

東京一極集中は今なお進行し、大地震等の災害発生時における被害の拡大や、

政治・行政・経済・文化等の中枢機能の停止が懸念される状況にあるなど、

首都機能移転の意義・必要性はますます高まっています。

首都機能移転は、東京一極集中の是正と、災害対応力の強化を図るとともに、

地方分権や規制緩和など改革の流れを一気に促進し、生き生きとした

日本に変えてゆくための「国家百年の大計」なのです。

福島県首都機能移転促進県民会議
福島県企画調整部企画調整課内

〒960-8670　福島県福島市杉妻町2番16号

電話.024-521-7129　FAX.024-521-7911

Ｅメール　kikakuchosei@pref.fukushima.jp
ホームページ　http://www.pref.fukushima.jp/syuto/

西白河郡東部地域における国会都市のイメージ

古紙配合率100%再生紙を使用しています

石川郡北部地域
　須賀川市の東方に位置し、阿武隈高
地の西斜面の丘陵地と阿武隈川の東岸
の平坦地からなります。
　福島空港に隣接するとともに、東北
自動車道と磐越自動車道を結ぶ地域高
規格道路「あぶくま高原道路」の整備
が進むなど高速交通ネットワークが充
実しています。

西白河郡東部地域
　中通り地方の南端に位置し、雑木を
中心とした山林と沢沿いに入り組んだ
平地からなります。
　JR新白河駅から直線で15km前後に
位置し、東京からのアクセスも便利です。

福島県首都機能移転促進県民会議

福島県の取組み福島県の取組み

石川郡北部地域

西白河郡東部地域
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